
【 人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース（経費助成・賃金助成））について 】 

 

当支部では標記の申請に必要な書類の内、建技様式第 3号別紙１における受講証明を行っています。 

 

受講証明を希望される方は受講券の写し、手数料（500円/1人）の郵便小為替、切手を貼った返信用封筒を同封の上、 

当支部までご郵送ください。窓口での対応は行っておりません。 

届き次第、受講証明済みの建技様式第 3号別紙１、講習カリキュラム、手数料の領収書を返送いたします。 

 

※注意事項 

・対象講習受講修了後にご郵送ください。 

・手数料の郵便小為替は、受取人等無記名のものでお願いします。 

・申請期限に間に合うように、余裕をもってご郵送ください。 

 

※申請に関する事項、必要書類は以下でご確認ください。 

 

厚労省の HP建設事業主等に対する助成金 支給要領｜厚生労働省 

助成金申請に関するパンフレット 001488369.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001488369.pdf

